
会員の内部管理責任者等に関する規則 
 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、会員の商品先物取引業の業務全般に関し、商品先物取引法その他の関係法令

及び本会の規則（以下「法令諸規則」という。）を遵守するための内部管理体制を整備・運用し、

顧客の保護と業務の適正な運営を図ることを目的とする。 

 

（内部管理総括責任者の責務） 

第２条 内部管理総括責任者は、自ら法令諸規則を遵守するとともに、当該会員の役員又は使用人

に対し、法令諸規則を遵守する営業姿勢を徹底させ、商品デリバティブ取引の勧誘等の営業活動、

顧客管理が適正に行われるよう、内部管理体制の整備・運用に努めなければならない。 

２ 内部管理総括責任者は、会員における営業活動が法令諸規則を遵守し、適正に行われるよう内

部管理責任者及び営業責任者を指導、監督し、法令諸規則に違反する事案が生じた場合には、法

令諸規則に照らし、適正に処理しなければならない。 

３  内部管理総括責任者は、会員の営業活動における法令諸規則の遵守に関し、行政官庁及び本会

その他の自主規制機関との適切な連絡、調整を行わなければならない。 

４  内部管理総括責任者は、会員の商品デリバティブ取引の勧誘等の営業活動、顧客管理に関し、

自社の社会的信用を失墜させるおそれのある重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を

取締役社長等に報告しなければならない。 

５  内部管理総括責任者は、第８条第２項又は第10条第２項の規定により内部管理責任者又は営業

責任者から報告を受けた場合には、適切な指示を与えなければならない。 

 

（内部管理総括責任者の資格要件） 

第３条 内部管理総括責任者は、内部管理を担当する取締役又はこれに準ずる者でなければならな

い。 

２ 会員は、役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則（以下「指導等規則」という。）

第 16 条第１項の規定により本会が一級不都合行為者として取り扱っている者について、内部管理

総括責任者に任命してはならない。 

３ 会員は、指導等規則第 16 条第１項の規定により本会が二級不都合行為者として取り扱っている

者について、その決定を受けた日から５年間は、内部管理総括責任者に任命してはならない。 

４ 会員は、会員等の外務員の登録等に関する規則（以下「登録等規則」という。）第 12 条第１項

の規定による外務員登録の取消しの処分を受けた者について、当該処分の決定を受けた日から５

年間は、内部管理総括責任者に任命してはならない。 

５ 会員は、次に掲げる措置に係る決定又は処分を受けた者について、当該措置又は処分期間中は、

内部管理総括責任者に任命してはならない。 

⑴ 登録等規則第４条の２第１項の規定による外務員の職務禁止措置を受けた者 

⑵ 登録等規則第12条第１項の規定による外務員の職務の停止の処分を受けた者 

 

（内部管理総括責任者の届出） 

第４条 会員は、内部管理総括責任者１名を定め、細則に定める様式による内部管理総括責任者届

出書を、遅滞なく本会に提出しなければならない。 

２ 会員は、前項の届出内容に変更がある場合は、細則に定める様式による内部管理総括責任者変



更届出書を、遅滞なく本会に提出しなければならない。 

 

（内部管理総括責任者への指示） 

第５条 取締役社長等は、内部管理総括責任者がその職務を的確に遂行できるよう配慮するととも

に、第２条第４項の規定により内部管理総括責任者から報告を受けた場合は、適切な指示を与え

なければならない。 

 

（内部管理総括責任者の交代勧告） 

第６条 本会は、内部管理総括責任者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該

内部管理総括責任者の交代勧告をすることができる。 

⑴ 内部管理総括責任者が登録等規則第４条の２第１項に規定する措置又は同規則第12条第１項

に規定する処分若しくは指導等規則第16条第１項に規定する取扱いを受けたとき。 

⑵ 会員の法令諸規則に違反する行為が発生した場合において、内部管理総括責任者が当該違反

行為を隠蔽、放置した場合、内部管理総括責任者の指示により発生した場合等、内部管理総括

責任者が第２条各項に定める責務を十分果たしていなかったと認められるとき。 

 

（内部管理責任者及び営業責任者の配置） 

第７条 会員は、商品デリバティブ取引の勧誘等の営業活動、顧客管理を行う当該会員の本店、そ

の他の営業所又は事務所の組織状況及び取扱業務量等を勘案して営業単位を定め、当該営業単位

の内部管理が的確に行われるよう内部管理責任者（原則として課長又は課長相当職以上の者とす

る。以下同じ。）を任命し、配置しなければならない。 

２ 会員は、個人である顧客を主な対象として登録外務員による勧誘を伴う業務については、前項

の営業単位ごとの内部管理責任者に加えて、当該営業単位の長を営業責任者に任命し、配置しな

ければならない。 

 

（内部管理責任者の責務） 

第８条 内部管理責任者は、自ら法令諸規則を遵守するとともに、自らが内部管理責任者として任

命された営業単位における営業活動が法令諸規則に準拠し、適正に遂行されているかどうか常時

監視する等適切な内部管理を行わなければならない。 

２ 内部管理責任者は、自らが内部管理責任者として任命された営業単位における商品デリバティ

ブ取引の勧誘等の営業活動、顧客管理に関し、自社の社会的信用を失墜させるおそれのある重大

な事案が生じた場合には、速やかにその内容を内部管理総括責任者に報告し、その指示を受けな

ければならない。 

 

（内部管理責任者の資格要件） 

第９条 内部管理責任者は、本会が実施する内部管理責任者等資格研修（以下「資格研修」という。）

を修了した者でなければならない。 

２ 会員は、人事異動と資格研修の時期の関係等により、やむを得ない事情があるときは、前項に

規定する資格研修を修了していない者を内部管理責任者として任命し、配置することができる。

この場合において、会員はその者について配置の日から６か月以内に資格研修を受講させ、修了

させなければならない。 

３ 会員は、指導等規則第16条第１項の規定により本会が一級不都合行為者として取り扱っている

者について、内部管理責任者に任命してはならない。 

４ 会員は、指導等規則第16条第１項の規定により本会が二級不都合行為者として取り扱っている

者及び登録等規則第12条第１項の規定による外務員登録の取消しの処分を受けた者について、そ



の決定を受けた日から５年間は、内部管理責任者に任命してはならない。 

５ 会員は、第３条第５項各号に掲げる措置に係る決定又は処分を受けた者について、当該措置又

は処分期間中は、内部管理責任者に任命してはならない。 

６ 会員は、内部管理責任者が第３項から第５項に定める取扱い等を受けたときは、直ちにその後

任の内部管理責任者を任命しなければならない。 

 

（営業責任者の責務） 

第10条 営業責任者は、自ら法令諸規則を遵守するとともに、自らが営業責任者として任命された

営業単位に所属する役員又は使用人に対し、法令諸規則を遵守する営業姿勢を徹底させ、商品デ

リバティブ取引の勧誘等の営業活動、顧客管理が適正に行われるよう、指導、監督しなければな

らない。 

２ 営業責任者は、自らが営業責任者として任命された営業単位における商品デリバティブ取引の

勧誘等の営業活動、顧客管理に関し、自社の社会的信用を失墜させるおそれのある重大な事案が

生じた場合には、速やかにその内容を内部管理総括責任者に報告し、その指示を受けなければな

らない。 

 

（営業責任者の資格要件） 

第11条  営業責任者は、本会が実施する資格研修を修了した者でなければならない。 

２ 会員は、人事異動と資格研修の時期の関係等により、やむを得ない事情があるときは、前項に

規定する資格研修を修了していない者を営業責任者として任命し、配置することができる。この

場合において、会員はその者について配置の日から６か月以内に資格研修を受講させ、修了させ

なければならない。 

３ 会員は、指導等規則第16条第１項の規定により本会が一級不都合行為者として取り扱っている

者について、営業責任者に任命してはならない。 

４ 会員は、指導等規則第16条第１項の規定により本会が二級不都合行為者として取り扱っている

者及び登録等規則第12条第１項の規定による外務員登録の取消しの処分を受けた者について、そ

の決定を受けた日から５年間は、営業責任者に任命してはならない。 

５ 会員は、第３条第５項各号に掲げる措置に係る決定又は処分を受けた者について、当該措置又

は処分期間中は、営業責任者に任命してはならない。 

６ 会員は、営業責任者が第３項から第５項に定める取扱い等を受けたときは、直ちにその後任の

営業責任者を任命しなければならない。 

 

（内部管理責任者及び営業責任者の協会への報告） 

第12条 会員は、毎年７月末日現在における内部管理責任者及び営業責任者の配置の状況について、

細則に定める様式による内部管理責任者等の配置状況報告書を、遅滞なく本会に提出しなければ

ならない。 

 

（研修の受講） 

第13条 会員は、内部管理総括責任者について、本会の事業年度（定款第70条に定める事業年度を

いう。以下同じ。）ごとに、本会が実施する内部管理総括責任者等研修を受講させなければならな

い。ただし、法人顧客のみを事業対象としている会員にあっては、内部管理総括責任者が、やむ

を得ない事情により当該研修を受講できない場合には、内部管理総括責任者があらかじめ指名し

た内部管理責任者を代わりに受講させることができる。 

２ 会員は、内部管理責任者及び営業責任者について、本会の事業年度ごとに、前項に規定する研

修に準じた社内研修を受講させなければならない。ただし、内部管理責任者及び営業責任者の配



置人数が少人数である会員にあっては、前項に規定する研修を受講させることにより、社内研修

の受講に代えることができる。 

 

（商品先物取引仲介業者への本規則の適用） 

第14条 会員は、自らを所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者に対し、本規則の定め

るところにより、内部管理体制を整備・運用させるものとする。 

２ 商品先物取引仲介業者の内部管理総括責任者の届出又は内部管理責任者及び営業責任者の報告

は、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者を通じて行うものとし、その取扱いにつ

いては第４条第１項及び第２項、第12条に定める手続きの例によるものとする。 

 

（細則の制定） 

第15条 本会は、この規則の運用に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができ

る。 

 

 

附     則 

 

この規則は、平成28年７月１日から施行する。ただし、第９条第１項及び第２項並びに第11条第

１項及び第２項の規定は、平成29年１月１日から適用する。 

 

 

附     則 

 

この改正は、平成28年７月１日から施行する。 

（注）改正事項は次のとおりである。 

   第13条を改正。 

 



「会員の内部管理責任者等に関する規則」に関する細則 
 

 

（目  的） 

第１条 この細則は、会員の内部管理責任者等に関する規則（以下「規則」という。）の施行に関し、

必要な事項を定める。 

 

（内部管理総括責任者届出書・変更届出書の様式） 

第２条 規則第４条第１項及び第２項に規定する届出書の様式は、別紙１のとおりとする。 

 

（内部管理責任者等資格研修の受講要件） 

第３条 規則第９条第１項及び第11条第１項に規定する内部管理責任者等資格研修の受講要件は、

次の各号に掲げる者とする。 

⑴ 会員等の外務員の登録等に関する規則第３条第１項の規定により本会の行う登録を受けてい

る者 

⑵ 一般社団法人金融先物取引業協会が実施する「内部管理責任者資格試験」の合格者 

⑶ 日本証券業協会が実施する「会員内部管理責任者資格試験」及び「特別会員内部管理責任者

資格試験」等の合格者 

 

（内部管理責任者及び営業責任者の配置状況報告書の様式） 

第４条 規則第12条に規定する報告書の様式は、別紙２のとおりとする。 

 

 

附        則 

 

 この細則は、平成28年７月１日から施行する。 
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